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№6-1 昇降機保守点検（エレベータ）

対象施設等 別添資料３「対象施設・対象業務及び設備一覧表」のとおり

業務概要

　ＦＭ契約とする。

【定期点検】

・「建築保全業務共通仕様書(最新版)」に準ずるものとする。

【法定点検検査】

【点検項目】

・ドアの開閉状態

・ドア安全装置の作動状態

・カゴの運転状態

・着床状態

・カゴ室内環境

・カゴ内操作盤及び位置表示ランプ

・各階押しボタン及び位置表示ランプ

・機械室内環境並びに各機器の状態

・ピット内環境並びに各機器の状態

・ロープ、テープ及びケーブルの状態

・カゴ上部並びに下部の各装置及び環境状態

・昇降路内装置の状態

・その他設備機能に応じて必要とする事項

点検頻度 ・定期点検　月１回

・法定点検検査　年1回（建築基準法第12条に準じた点検）

点検実施者 特に実務及び研修などを通じて訓練された技術者等（必要に応じて有資格者）

報告書等 ・点検結果や処置内容について報告すると共に、「点検作業報告書」を作成

その他 ・推奨使用年数等を踏まえた計画的なフルメンテナンスを実施すること。

・遠隔復旧機能を有する昇降機については、当該機能を活用すること。

・次の修繕又は取替工事は本業務に含まないものとする。

（ア）発注者の都合で実施する工事又は模様替え等による設備の移設又は改修

（ウ）法改正等により設備の改善を命じられたとき

・発注者による工事等により設備を撤去する場合、受注者は法令上及び運用上必
要な日まで業務を行い、撤去した日をもって当該設備の保守点検を終了するものと
する。
・詳細は、「実施要領　５応募の手続き　（３）参加意向申出書等の提出　カ配布資料
の送付　（エ）個別契約時の維持管理・保守点検仕様書」を参照すること。

　乗用エレベータについて点検により劣化及び不具合の状況を把握し、整備等の措
置を適切に講ずることにより、未然に事故・故障等を防止し、常に安全で、最良の運
行状態を維持するために行う点検

・早急に対処すべき異常がある場合は、直ちに発注者に連絡をとり、対応を相談す
ること。

・「平成20年国土交通省告示第283号」及び「昇降機・遊戯施設定期検査業務基準
書(2017年版)」に準ずるものとする。

・技術者は故障や緊急の連絡を受けた時は、直ちに現場に急行し適切な措置を行
うこと。また、その状況について直ちに学校側責任者及び教育委員会に報告し、速
やかに報告書を提出すること。また、行政庁への報告が必要となる場合、受託者は
委託者の求めに応じて報告書の作成に協力する等保守点検業者の立場から委託
者に対して必要な協力を行うこと。

・点検及び故障等（広城災害は除く）の緊急時でも最短の停止時間で昇降機を復旧
する緊急措置を行うため、必要な交換部品（純正部品）等を保管するとともに、部品
を安定供給できる体制をとること（原則、当日または翌日の復旧を想定）。

（イ）設備の破損又は老朽化等により、受注者の責任に帰さない機器の更新交換の
必要を生じた場合で、発注者の認めたもの



















№12 窓ガラス清掃

対象施設等 別添資料３「対象施設・対象業務及び設備一覧表」のとおり

業務概要 【清掃対象】

校舎及び体育館にある窓ガラス（窓枠含む）で、原則、以下に該当しないこと。

・１階にある窓ガラス

・２階以上であって、ベランダ等があり転落などの恐れがなく清掃できる窓ガラス

【清掃方法】

・水洗い

・洗剤洗い（洗剤は中性のものを使用すること）

・拭き上げ（乾拭きで水分を拭き取った後、磨き上げる）

清掃頻度 ３年１回程度

報告書等 ・作業中の写真を提出すること。

報告期日 毎年度、９月末頃

その他
・詳細は、「実施要領　５応募の手続き　（３）参加意向申出書等の提出　カ配布
資料の送付　（エ）個別契約時の維持管理・保守点検仕様書」を参照すること。




















